
　

各
種
障
害
関
係
の
手
当
を
受
給

し
て
い
る
人
は
、
受
給
資
格
確
認

の
た
め
に
現
況
届
の
提
出
（
所
得

状
況
届
含
む
）
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

受
給
者
へ
は
必
要
な
書
類
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
期

限
内
に
社
会
福
祉
課
ま
た
は
各
支

所
へ
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
内
に
提
出
し
な
い
場
合
は
、

手
当
の
支
払
い
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

各
手
当
の
申
請
を
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
申
請
に
は
所
定
の

診
断
書
ま
た
は
障
害
者
手
帳
が
必

要
で
す
。

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
は

平
成
26
年
4
月
以
降
の
月
分
か
ら

月
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

特
別
児
童
扶
養
手
当

（
所
得
制
限
あ
り
）

　

在
宅
の
心
身
に
障
害
の
あ
る
児

童
（
20
歳
未
満
）
の
保
護
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象

◇
1
級　

身
体
障
害
者
手
帳
1
〜

2
級
、
療
育
手
帳
Ａ
の
2
以
上
、

ま
た
は
前
記
と
同
程
度
の
障
害
が

あ
る
児
童
。
月
額
4
万
9
9
0
0
円

◇
2
級　

身
体
障
害
者
手
帳
お
お

む
ね
3
級
、
療
育
手
帳
お
お
む
ね

Ｂ
の
1
、
ま
た
は
前
記
と
同
程

度
の
障
害
が
あ
る
児
童
。
月
額

3
万
3
2
3
0
円

障
害
児
福
祉
手
当

（
所
得
制
限
あ
り
）

　

重
度
の
障
害
の
た
め
、
日
常
生

活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
児
童
（
20
歳
未
満
）
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象

　

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

一
部
、
療
育
手
帳
Ⓐ
、
ま
た
は
前

記
と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る
児

童
。
月
額
1
万
4
1
4
0
円

心
身
障
害
児
童
福
祉
手
当

　

在
宅
の
心
身
に
障
害
が
あ
る
児

童
（
20
歳
未
満
）
の
保
護
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
障
害
児

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■
支
給
対
象

　

身
体
障
害
者
手
帳
3
級
以
上
、

療
育
手
帳
Ｂ
の
1
以
上
の
児
童
。

月
額
4
0
0
0
円

特
別
障
害
者
手
当

（
所
得
制
限
あ
り
）

　

著
し
く
重
度
の
障
害
の
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象

　

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

一
部
で
、
異
な
る
障
害
が
重
複
し

て
い
る
人
、
療
育
手
帳
Ⓐ
の
1
、

ま
た
は
前
記
と
同
程
度
の
障
害
が

あ
る
人
。
月
額
2
万
6
0
0
0
円

在
宅
重
度
知
的
障
害
者
及

び
ね
た
き
り
身
体
障
害
者

福
祉
手
当

（
所
得
制
限
あ
り
）

　

在
宅
の
20
歳
以
上
の
重
度
の
障

害
者
ま
た
は
介
護
者
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

た
だ
し
、
特
別
障
害
者
手
当
を

受
給
し
て
い
る
場
合
、
介
護
保
険

給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■
支
給
対
象

　

重
度
の
知
的
障
害
が
あ
る
人
、

ま
た
は
65
歳
未
満
で
お
お
む
ね
6

カ
月
以
上
ね
た
き
り
の
日
常
生
活

全
面
に
わ
た
っ
て
介
護
を
必
要
と

す
る
人
。
月
額
8
6
5
0
円

障
害
が
あ
る
人
の
た
め
の
手
当
制
度

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

社会体験で仕事をまなぶ
中学生「社会体験学習」

　中学2年生によ
る社会体験学習
が実施されます。
この学習は、生
徒一人ひとりが
望ましい職業観
を育むことをね
らいに、地域の

事業所の支援と協力を得て行われます。事業所の
皆さんには、子どもたちが、夢や希望を持って社
会に巣立っていけるよう体験の機会の提供をお願
いします。 
　各中学校の日程は下表のとおりです。

小学生「ゆめ・仕事ぴったり体験」
　小学６年生も、職場見学を中心とした体験学習
を実施します。原則的に半日程度の体験となりま
す。各小学校から事業所へ体験学習の依頼をしま
すので、ご協力をお願いします。
　社会体験学習事業に関しては、各学校まで問い
合わせください。

問学校教育課　☎(50)1239

学校名 実施期間
※期間内3日間程度 問い合わせ

佐 原 中 学 校 8月4日㈪～8日㈮ ☎(52)5157

香 取 中 学 校 8月20日㈬～22日㈮ ☎(50)5000

佐原第三中学校 8月25日㈪～27日㈬ ☎(59)2244

佐原第五中学校 8月4日㈪～8日㈮ ☎(55)2233

新 島 中 学 校 8月4日㈪～8日㈮ ☎(56)0702

小見川中学校 11月5日㈬～7日㈮ ☎(82)3309

山 田 中 学 校 11月5日㈬～7日㈮ ☎(78)4411

栗 源 中 学 校 8月4日㈪～11日㈪ ☎(75)2034

問
社
会
福
祉
課　

☎
（50）
1
2
5
2

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
74
歳
以
下

の
人
は
、
国
民
健
康
保
険
以
外
の

健
康
保
険
の
加
入
資
格
が
あ
る
人

な
ど
を
除
き
、
す
べ
て
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

職
場
の
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し

た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加

入
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
義

務
が
生
じ
た
月
か
ら
課
税
さ
れ
ま

す
。
届
け
出
が
遅
れ
、
過
去
の
分

か
ら
一
度
に
ま
と
め
て
納
め
る
こ

と
に
な
る
と
、
大
き
な
負
担
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
就
職
な
ど
で
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
、
国
民
健
康
保
険

の
資
格
が
な
く
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険

証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
る
と
、

後
日
そ
の
医
療
費
を
返
還
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
加
入
と
同
様
に

脱
退
の
届
け
出
も
忘
れ
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険

■14日以内に届け出を

※写真付き本人確認書類…運転免許証、パスポート、住基カード（写真付き）など
※世帯主が変わったときは、必ず世帯員全員の保険証をお持ちください

届け出の内容 届け出に必要なもの

国保に
入るとき

転入 転入の届け出のときに申し出をして
ください

職場の健康保険を
やめた

資格喪失証明書などの退職年月日の
わかる書類、写真付き本人確認書類

お子さんが生まれ
た

出生の届け出のときに申し出をして
ください

生活保護を受けな
くなった

保護廃止決定通知書、写真付き本人
確認書類

国保を
やめるとき

転出 市の保険証（転出の届け出のときに
申し出をしてください）

職場の健康保険に
加入した 市の保険証、職場の保険証

死亡 市の保険証（死亡の届け出のときに
申し出をしてください）

生活保護を受ける
ようになった 市の保険証、保護開始決定通知書

そのほか

就学のためほかの
市町村へ転出 市の保険証、在学証明書（入学許可証）

退職者医療制度の
対象になった 市の保険証、年金証書

世帯主、住所など
が変わった 市の保険証

保険証をなくした写真付き本人確認書類

問
国
民
健
康
保
険
の
届
け
出　

市
民
課 

☎
(50)
1
2
2
8

　

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　

税
務
課 

☎
(50)
1
2
4
2

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を
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